
議   第   ４９   号 

令和 ５ 年 ２ 月２０日提出 

 

   熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部 

   改正について 

 

 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のよう

に改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１５条第２項第５号中「（熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第

２７号）第３条ただし書に規定する職員については、６０歳）」を削り、「同条例第

２条に規定する」を「熊本市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２７号）

第２条の」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  医師及び歯科医師の高齢者部分休業を可能とする年齢の変更に伴い、所要の改正

を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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〇 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例第５０号）新旧対照表                         

改正後（案） 現行 

（給与の減額） （給与の減額） 

第１５条 【略】 第１５条 【略】 

２ 職員が次に掲げる休業又は休暇の承認を受けて勤

務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与

額を減額して給与を支給する。 

２ 職員が次に掲げる休業又は休暇の承認を受けて勤

務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与

額を減額して給与を支給する。 

(1)～(4) 【略】 (1)～(4) 【略】 

(5) 高齢者部分休業（当該職員が５５歳     

                      

                      

    に達した日以後の日で、当該職員が申請

において示した日からその定年退職日（熊本市職

員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２７

号）第２条の    定年退職日をいう。）まで

の期間中、１週間の勤務時間の一部について勤務

しないことをいう。） 

(5) 高齢者部分休業（当該職員が５５歳（熊本市職

員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２７

号）第３条ただし書に規定する職員については、

６０歳）に達した日以後の日で、当該職員が申請

において示した日からその定年退職日（同条例 

                      

  第２条に規定する定年退職日をいう。）まで

の期間中、１週間の勤務時間の一部について勤務

しないことをいう。） 

(6) 【略】 (6) 【略】 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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